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参考資料25
１．高卒・大卒等初任給情報

令和６年３月新規学卒者の初任給情報
２０２４年度 (月額、単位：千円）

人数 1,069 403 716

賃金 178 183 218

人数 336 245 451

賃金 178 183 218

人数 46 15 23

賃金 179 182 219

人数 155 29 40

賃金 183 185 210

人数 96 24 43

賃金 172 175 217

人数 298 30 94

賃金 177 181 229

人数 58 30 30

賃金 169 183 203

人数 49 16 20

賃金 185 185 206

人数 31 14 15

賃金 174 194 200

（注1）掲載データは、「令和６年３月新規学卒者の初任給情報」

　　　（秋田労働局作成）より抜粋したものです。

（注2）ハローワーク秋田の数値はハローワーク男鹿の数値を、

　　　 ハローワーク大館の数値はハローワーク鷹巣の数値を、

　　　 ハローワーク大曲の数値はハローワーク角館の数値を、

　　　 それぞれ含みます。

（注3）掲載データは、常用労働者として採用された昨年度末卒業の

　　　 新規学卒の初任給の平均値です。（基本給・定期的に支払わ

　　 　れる手当を含み、賞与・時間外手当等を含みません）

（注4）産業別、職業別の合計は、全ての産業、職業を掲載して

　　　 いないため、計の値と異なります。

（注5）「＊」は対象人数が５人未満、「－」は対象者がいないこと

 　　　を示しています。

令令和和６６年年３３月月新新規規学学卒卒者者のの初初任任給給情情報報

　　　　　　　　　 学歴
別 高校卒 短大卒 大学卒

秋田労働局 全体

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
別

秋　田

能　代

大　館

大　曲

本　荘

横　手

湯　沢

鹿　角

２０２４年度 (月額、単位：千円）

人数 1,069 403 716

賃金 178 183 218

人数 12 11 ＊

賃金 168 176 222

人数 134 37 25

賃金 179 188 214

人数 569 52 122

賃金 179 185 222

人数 10 14 35

賃金 180 197 229

人数 27 7 14

賃金 173 176 210

人数 105 55 100

賃金 175 185 210

人数 8 9 83

賃金 173 183 228

人数 37 11 ＊

賃金 176 179 214

人数 12 26 14

賃金 180 176 220

人数 43 91 197

賃金 172 185 226

人数 46 36 28

賃金 171 181 193

人数 129 131 324

賃金 183 185 225

人数 159 67 231

賃金 172 179 214

人数 59 22 57

賃金 176 183 212

人数 129 109 51

賃金 174 183 201

人数 ＊ ＊ ＊

賃金 182 172 177

人数 45 6 ＊

賃金 176 174 169

人数 535 50 46

賃金 180 186 210

人数 5 ＊ 5

賃金 165 162 182

人数 118 90 54

賃金 177 178 202

人数 244 128 99

賃金 174 182 213

人数 199 114 151

賃金 177 187 213

人数 95 32 61

賃金 171 184 214

人数 42 13 133

賃金 178 177 232

人数 366 22 213

賃金 183 196 220
（注）常用労働者として採用された昨年度末卒業の新規学卒の初任給の平均値です。

　　　（基本給・定期的に支払われる手当を含み、賞与・時間外手当等を含みません）

（注）産業別、職業別の合計は、全ての産業、職業を掲載していないため、計の値と異な

Ｅ　製造業

Ｇ　情報通信業

計

ＡＢ　農林漁業

Ｄ　建設業

令令和和６６年年３３月月新新規規学学卒卒者者のの初初任任給給情情報報

　　　　　　　　　　　　学歴別

産業・職業・規模別

Ｎ　生活関連・娯楽

Ｐ　医療福祉

Ｊ　金融・保険

Ｍ　飲食店・宿泊業

Ｈ　運輸業

Ｉ　卸売・小売

５～２９人

保安の職業

運輸・通信の職業

販売の職業

サービスの職業

Ｒ　サービス

専門的・技術的職業

事務的職業

１，０００人以上

３００～４９９人

５００～９９９人

大学卒短大卒高校卒

３０～９９人

１００～２９９人

生産工程・労務の職業

４人以下

（注）常用労働者として採用された昨年度末卒業の新規学卒の初任給の平均値です。
（基本給・定期的に支払われる手当を含み、賞与・時間外手当等を含みません）
（注）産業別、職業別の合計は、全ての産業、職業を掲載していないため、計の値と異なります。
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２．税金・社会保険料等

0  人 1  人 2  人 3  人 0  人 1  人 2  人 3  人
以  上 未  満 以  上 未  満

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
88,000 円未満 0 0 0 0 197,000 199,000 4,700 3,070 1,460 0

88,000 89,000 130 0 0 0 199,000 201,000 4,770 3,140 1,530 0

89,000 90,000 180 0 0 0 201,000 203,000 4,840 3,220 1,600 0

90,000 91,000 230 0 0 0 203,000 205,000 4,910 3,290 1,670 0

91,000 92,000 290 0 0 0 205,000 207,000 4,980 3,360 1,750 130

92,000 93,000 340 0 0 0 207,000 209,000 5,050 3,430 1,820 200

93,000 94,000 390 0 0 0 209,000 211,000 5,130 3,500 1,890 280

94,000 95,000 440 0 0 0 211,000 213,000 5,200 3,570 1,960 350

95,000 96,000 490 0 0 0 213,000 215,000 5,270 3,640 2,030 420

96,000 97,000 540 0 0 0 215,000 217,000 5,340 3,720 2,100 490

97,000 98,000 590 0 0 0 217,000 219,000 5,410 3,790 2,170 560

98,000 99,000 640 0 0 0 219,000 221,000 5,480 3,860 2,250 630

99,000 101,000 720 0 0 0 221,000 224,000 5,560 3,950 2,340 710

101,000 103,000 830 0 0 0 224,000 227,000 5,680 4,060 2,440 830

103,000 105,000 930 0 0 0 227,000 230,000 5,780 4,170 2,550 930

105,000 107,000 1,030 0 0 0 230,000 233,000 5,890 4,280 2,650 1,040

107,000 109,000 1,130 0 0 0 233,000 236,000 5,990 4,380 2,770 1,140

109,000 111,000 1,240 0 0 0 236,000 239,000 6,110 4,490 2,870 1,260

111,000 113,000 1,340 0 0 0 239,000 242,000 6,210 4,590 2,980 1,360

113,000 115,000 1,440 0 0 0 242,000 245,000 6,320 4,710 3,080 1,470

115,000 117,000 1,540 0 0 0 245,000 248,000 6,420 4,810 3,200 1,570

117,000 119,000 1,640 0 0 0 248,000 251,000 6,530 4,920 3,300 1,680

119,000 121,000 1,750 120 0 0 251,000 254,000 6,640 5,020 3,410 1,790

121,000 123,000 1,850 220 0 0 254,000 257,000 6,750 5,140 3,510 1,900

123,000 125,000 1,950 330 0 0 257,000 260,000 6,850 5,240 3,620 2,000

125,000 127,000 2,050 430 0 0 260,000 263,000 6,960 5,350 3,730 2,110

127,000 129,000 2,150 530 0 0 263,000 266,000 7,070 5,450 3,840 2,220

129,000 131,000 2,260 630 0 0 266,000 269,000 7,180 5,560 3,940 2,330

131,000 133,000 2,360 740 0 0 269,000 272,000 7,280 5,670 4,050 2,430

133,000 135,000 2,460 840 0 0 272,000 275,000 7,390 5,780 4,160 2,540

135,000 137,000 2,550 930 0 0 275,000 278,000 7,490 5,880 4,270 2,640

137,000 139,000 2,610 990 0 0 278,000 281,000 7,610 5,990 4,370 2,760

139,000 141,000 2,680 1,050 0 0 281,000 284,000 7,710 6,100 4,480 2,860

141,000 143,000 2,740 1,110 0 0 284,000 287,000 7,820 6,210 4,580 2,970

143,000 145,000 2,800 1,170 0 0 287,000 290,000 7,920 6,310 4,700 3,070

145,000 147,000 2,860 1,240 0 0

147,000 149,000 2,920 1,300 0 0

149,000 151,000 2,980 1,360 0 0

151,000 153,000 3,050 1,430 0 0

153,000 155,000 3,120 1,500 0 0

155,000 157,000 3,200 1,570 0 0

157,000 159,000 3,270 1,640 0 0

159,000 161,000 3,340 1,720 100 0

161,000 163,000 3,410 1,790 170 0

163,000 165,000 3,480 1,860 250 0

165,000 167,000 3,550 1,930 320 0

167,000 169,000 3,620 2,000 390 0

169,000 171,000 3,700 2,070 460 0

171,000 173,000 3,770 2,140 530 0

173,000 175,000 3,840 2,220 600 0

175,000 177,000 3,910 2,290 670 0

177,000 179,000 3,980 2,360 750 0

179,000 181,000 4,050 2,430 820 0

181,000 183,000 4,120 2,500 890 0

183,000 185,000 4,200 2,570 960 0

185,000 187,000 4,270 2,640 1,030 0

187,000 189,000 4,340 2,720 1,100 0

189,000 191,000 4,410 2,790 1,170 0

191,000 193,000 4,480 2,860 1,250 0

193,000 195,000 4,550 2,930 1,320 0

195,000 197,000 4,630 3,000 1,390 0

税　額

その月の社会保険料等
控除後の給与等の金額

その月の社会保険料等
控除後の給与等の金額

甲
扶養親族等の数

税　額

給与所得の源泉徴収税額表（令和７年分） 月額表
※ 平成24年３月31日財務省告示第115号別表第一（令和５年３月31日財務省告示第94号改正）
※ 国税庁ホームページより、同表甲欄における扶養親族の数０人から３人までの欄を抜粋。

甲
扶養親族等の数

※ 各表の詳細については、国税庁のホームページ、全国健康保険協会のホームページでご確認ください。
※ 各表は定期的に改正されます。最新の情報を確認される場合についても、国税庁のホームページ、全国健康

保険協会のホームページでご確認ください。

等級 月額 以  上 未  満
円 円 円 円 円

1 58,000 63,000
2 68,000 63,000 73,000
3 78,000 73,000 83,000

4(1) 88,000 83,000 93,000 8,052.00
5(2) 98,000 93,000 101,000 8,967.00
6(3) 104,000 101,000 107,000 9,516.00
7(4) 110,000 107,000 114,000 10,065.00
8(5) 118,000 114,000 122,000 10,797.00
9(6) 126,000 122,000 130,000 11,529.00
10(7) 134,000 130,000 138,000 12,261.00
11(8) 142,000 138,000 146,000 12,993.00
12(9) 150,000 146,000 155,000 13,725.00
13(10) 160,000 155,000 165,000 14,640.00
14(11) 170,000 165,000 175,000 15,555.00
15(12) 180,000 175,000 185,000 16,470.00
16(13) 190,000 185,000 195,000 17,385.00
17(14) 200,000 195,000 210,000 18,300.00
18(15) 220,000 210,000 230,000 20,130.00
19(16) 240,000 230,000 250,000 21,960.00
20(17) 260,000 250,000 270,000 23,790.00
21(18) 280,000 270,000 290,000 25,620.00

標準報酬 報酬月額 全国健康保険
協会管掌

健康保険料

厚生年金保険料
(厚生年金基金

  加入員を除く)

   介護保険第２号に該当しない場合の折半額、厚生年金保険料（厚生年金基金加入員を除く）につい

社会保険料等控除一覧表（秋田県）
※ 全国健康保険協会ホームページより、全国健康保険協会管掌健康保険料については被保険者が

   ては一般の被保険者の折半額の欄を抜粋。
※ 健康保険は令和５年３月分より、厚生年金保険は平成29年9月分からの保険料額を記載。

2,856.5
3,349.0
3,841.5
4,334.0
4,826.5
5,122.0
5,417.5
5,811.5
6,205.5
6,599.5
6,993.5
7,387.5
7,880.0
8,372.5
8,865.0
9,357.5
9,850.0

10,835.0
11,820.0
12,805.0
13,790.0
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３．秋田県の最低賃金

必ずチェック！必ずチェック！
秋田県
必ずチェック！
秋田県秋田県秋田県の
必ずチェック！必ずチェック！必ずチェック！必ずチェック！

のののののの最低賃金
秋田県最低賃金 （すべての産業に適用されます）

特定最低賃金
令和６年12月25日発効

最低賃金額
（時間額） 適用する使用者

適用除外労働者

この欄に掲げる労働者は、上記の

秋田県最低賃金が適用になります

非 鉄 金 属 製 錬 ・ 精 製 業

（非鉄金属合金製造業を含む） 1,011円
(１)各産業共通
・１８歳未満又は６５
歳以上の者

・雇入れ後６ヶ月未満
の者であって、技能
習得中のもの

・清掃、片付けその他
これらに準ずる軽易
な業務に主として従
事する者

(２)電子部品・デバイス
等製造業のみ

・電気部品の組立て又
は加工の業務のうち、
主として卓上におい
て行う組線、巻線、
はんだ付け、取付け
又は検査の業務に主
として従事する者

電子部品・デバイス・電子回

路、電池、電子応用装置、そ

の他の電気機械器具、映像・

音響機械器具、電子計算機・

同附属装置製造業

（光ディスク・磁気ディスク・

磁気テープ、電気音響機械器具

製造業を除く）

958円

自動車・同附属品製造業 1,020円

自動車（新車）、自動車

部 分 品 ・ 附 属 品 小 売 業 980円
最低賃金未満の労働契約は無効です。
なお、次に掲げる賃金は、最低賃金額の計算には含まれません。
（１）精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
（２）臨時に支払われる賃金（結婚手当など）
（３）1ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金（賞与など）
（４）時間外、休日及び深夜労働に対する賃金
詳しくは、秋田労働局賃金室又は労働基準監督署にお問い合わせください。

秋田労働基準監督署（TEL018‐865‐3671）
大館労働基準監督署（TEL0186‐42‐4033）
大曲労働基準監督署（TEL0187‐63‐5151）

能代労働基準監督署（TEL0185‐52‐6151）
横手労働基準監督署（TEL0182‐32‐3111）
本荘労働基準監督署（TEL0184‐22‐4124）

秋田労働局労働基準部賃金室 ＴＥＬ ０１８－８８３－４２６６
秋田労働局ホームページ ＵＲＬ https：// jsite.mhlw.go.jp /akita-roudoukyoku/

(１) 左端欄の産業

(２) 左端欄の各産業に
おいて管理、補助
的経済活動を行う
事業所

(３) 純粋持株会社（管
理する全子会社を
通じての主要な経
済活動が左端欄の
各産業に分類され
るものに限る。)

さい。

（TEL0185‐52‐6151
（TEL0182‐32‐3111

次に掲げるいずれかの
産業を営む使用者

すべての産業に適用されます）

最低賃金最低賃金最低賃金

適用除外労働者

たしかめたんは、労働基準局が所掌する施策
の広報を行う「かめ（亀）」のキャラクターです。


